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三
朝
町
立
保
育
所
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
づ
い
七

次
の
と
お
り
三
朝
町
立
保
育
所
の
設
置
及
び
管
理
に
潤
す
る
湧
例
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
忙
つ
い
て
､

地
方
自
治
法
(
暗
和
二
十
-
二
年
法
律
第
六
十
七
号
)
第
九
十
六
条
窮
l
項
の
規
定
/
に
.
よ
り
'
本
議
会
の
泰
決

を
求
め
る
｡

昭
和
六
十
二
年
三
月
十
日

三

朝

町

哀

　

安

　

田
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一

郎

､

昭
聖
八
式
年
参
月
せ
冶
日
　
原
寮
可
決

三
朝
町
飯
食
畿
長
安
井
由
布
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三
朝
町
立
保
育
､
所
の
設
壇
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
1
部
を
改
正
す
る
条
例

三
朝
町
立
保
育
所
の
愚
直
及
′
び
管
理
に
関
す
る
条
例
(
昭
和
五
十
年
三
朝
町
条
例
第
七
号
)
の
一
部
を
次

の

よ

う

に

改

正

す

る

｡

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

冊

第
l
粂
申
｢
児
童
福
-
祉
法
(
昭
和
二
十
二
年
溝
律
第
百
六
十
四
号
｡
以
下
｢
法
｣
と
い
う
｡
こ
の
下
に

｢
第
三
十
五
条
第
三
項
の
規
定
｣
を
加
え
･
｢
及
び
そ
の
管
理
｣
を
｢
,
管
理
及
び
法
警
手
四
条
の
規
定

ヽ

＼

＼
､

紅

よ

る

保

育

所

J

へ

の

入

所

措

置

｣

に

改

め

る

｡
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第
五
条
を
次
の
よ
軒
に
改
め
る
｡
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基
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｣

第
五
条
　
保
育
所
へ
-
の
入
所
措
唐
は
､
児
童
の
保
護
者
の
い
ず
れ
も
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

～

こ
と
に
よ
り
,
当
該
児
童
を
保
育
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
'
か
つ
､
同
居

＼

の
親
族
そ
の
他
の
者
が
当
惑
児
童
を
保
育
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
行
う
も
の
と
す

㌔

昼
間
に
居
宅
外
で
労
働
す
る
こ
と
を
常
態
と
し
て
い
る
こ
と
｡
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五　四　三 ニ
　
風
間
に
居
宅
内
で
当
該
兎
童
と
離
れ
て
日
常
の
家
事
.
以
外
の
労
働
を
す
る
こ
と
を
常
態
と
し
て
い
る

こ

と

｡
妊
娠
中
で
あ
る
か
又
は
出
産
後
間
が
な
い
こ
と
｡

疾
病
に
か
か
り
'
若
し
く
は
負
傷
し
､
叉
は
梼
神
若
し
く
は
身
体
に
障
害
を
有
し
て
い
る
こ
と
｡

最
期
に
わ
た
り
疾
病
の
状
態
に
あ
る
か
界
は
精
神
若
し
く
は
身
体
に
障
害
を
有
す
る
同
居
の
親
族
を

常
時
介
護
し
て
い
る
こ
と
｡

六
　
震
災
へ
　
風
水
害
､
火
災
そ
の
他
の
災
害
の
復
旧
に
当
た
っ
て
い
る
こ
､
と
｡

サ

七
　
町
長
が
認
め
る
前
各
号
に
類
す
る
状
態
に
あ
る
こ
と
｡
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第
六
集
中
｢
法
撃
一
十
四
条
の
瀧
定
貰
｡
清
澄
｣
を
｢
前
条
ぬ
軽
匙
に
よ
り
入
所
措
置
｣
に
改
め
る
｡

第
七
灸
の
見
出
し
を
｢
(
保
育
料
等
の
徴
収
)
　
｣
に
改
め
'
同
条
第
1
項
中
r
法
第
五
十
六
条
の
規
定
に

よ
り
徴
収
す
る
｣
を
｢
法
貨
五
十
六
条
弟
二
項
の
規
定
に
ょ
り
徴
収
す
る
こ
と
が
､
で
き
る
｣
に
'
｢
筆
不
｣

を
｢
告
示
し
徴
収
｣
に
改
め
渇
｡

第
八
集
中
｢
基
準
額
)
を
｢
金
額
｣
　
に
改
め
る
｡
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こ
の
条
例
は
'
昭
和
六
十
二
年
四
月
l
日
か
ら
施
行
す
る
｡
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